
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆指針策定の背景 

職業キャリアの長期化による働き方の多様化や、急

速な技術革新や産業・事業構造の変化により、企業・

労働者の双方から中途採用、転職・再就職のニーズが

高まっており、転職・再就職が不利にならない柔軟な

労働市場や企業慣行の確立が求められています。厚生

労働省ではこうした観点から、企業が転職・再就職者

の受入れ促進のため取り組むことが望ましいと考え

られる基本となるべき事項等を示した「年齢にかかわ

りない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」を

策定しました。 

 

◆企業に望まれる取組み 

・必要とする職業能力等の明確化及び職場情報等の積

極的な提供 

・職務経験により培われる職務遂行能力の適正な評価 

・専門性の高い従業員の活躍機会の拡大 

・従業者の主体的（自律的）・継続的なキャリア形成

の促進 

・公平かつ柔軟な処遇 

・早期定着に向けた支援 

・平素からの従業員に求める役割の明確化、職業能力

の把握 

 

◆年齢にかかわりない適正な評価・採用に向けて 

指針では、例えば「必要とする職業能力等の明確化

および職場情報等の積極的な提供」として、必要な人

材の早期採用に向け、自社の現状や目指している方向

性等を踏まえ、必要とする専門性等の職業能力の水準、

範囲等を明確に整理したうえで募集・採用活動を行う

ことや、中途採用者と企業のマッチングおよびその後

の定着を図る観点から、賃金等の労働条件や職務内容

に限らず、期待する役割、職場情報、企業文化等の情

報提供に積極的に取り組むことが望ましいとしてい

ます。 

 

◆採用後の活躍支援として 

また、「早期定着に向けた支援」として、即戦力と

して中途採用する場合も含め、中途採用者が企業に適

応し能力を十分に発揮し続けられるよう、入社時にお

ける導入教育や社内人的ネットワーク形成の支援等、

早期定着支援を積極的に行うことや、「従業員の主体

的（自律的）・継続的なキャリア形成の促進」として、

早い段階から従業員に自身のキャリア形成を考えさ

せる機会や、自身の職業能力を把握させる機会を提供

することや、他企業への出向や他部門への異動の経験

を積極的にキャリアパスに組み込むなど、職場環境や

職務内容の変化に柔軟に対応し活躍できる人材の育

成に努めること、転職者本人とかかわりのない取引先

等への転職を禁止する競業避止義務については、長

期・広範なものとならないよう、合理的な範囲のもの

とすることが望ましいとしています。 
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◆マイナンバーの取扱い 

平成 28 年 1 月より利用が開始されたマイナンバー

ですが、平成 30 年 3 月 5 日から、事業所における社

会保険手続において記載が求められるようになりま

した。 

また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理

されていた雇用保険関係については、マイナンバーが

必要な届出に記載・添付がない場合は、ハローワーク

より返戻され再提出を求められますので注意が必要

です。 

 

◆マイナンバーが必要な届出等 

【マイナンバーの記載が必要な届出等】 

(1) 雇用保険被保険者資格取得届 

(2) 雇用保険被保険者資格喪失届 

(3) 高年齢雇用継続給付支給申請（初回） 

(4) 育児休業給付支給申請（初回） 

(5) 介護休業給付支給申請 

【個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等（ハロ

ーワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等で

ある場合）】 

(6) 雇用保険被保険者転勤届 

(7) 雇用継続交流採用終了届 

(8) 高年齢雇用継続給付支給申請（2 回目以降） 

(9) 育児休業給付支給申請（2 回目以降） 

 

◆すでにハローワークにマイナンバーを届け出てい

る場合 

個人番号記載欄がある届出（上記(1)～(5)）につい

ては、届出の都度マイナンバーを記載することになっ

ていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを

届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナン

バー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略する

ことが可能です。個人番号記載欄のない届出（上記(6)

～(9)）については、「マイナンバー届出済」の記載は

不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻されてし

まうので、個人番号登録・変更届を添付して提出しま

す。 

 

◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合 

事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの

登録を行うことが可能です。 

ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員につ

いては被保険者番号が振り出されていないため、資格

取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届による

届出を行うことができません。このような場合等、個

人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる

事情がある場合には、ハローワークに相談してくださ

い。 

 

【雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出

をお願いします】 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116

00000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_9.

pdf 

 

 
 

◆熱中症対策は春先から必要！ 

厚生労働省では、職場における熱中症予防対策の一

層の推進を図るため、４月を準備期間、５～９月を実

施期間とする、「STOP！熱中症 クールワークキャン

ペーン」を実施しています。 

「今から熱中症対策？」と不思議に思う方もいるか

もしれませんが、平成 29 年５月の全国における熱中

症による救急搬送人員数は 3,401 人（厚生労働省「平

成 29 年の職場における熱中症による死傷災害の発生

状況（速報値）」）。実は熱中症対策は、春先のこの時

期から早くも求められていることなのです。 

 

◆オフィス作業でも要注意 

「熱中症」というと、屋外での作業が思い浮かびま

すが、オフィスでの作業に従事する人についても対策

が必要です。平成 29 年の熱中症による救急搬送者に

ついて、発生場所ごとの人員数を見ると、「道路工事

現場、工場、作業所等」（223 人、全体の 6.6％）より

も、「住居」（983 人、全体の 23.9％）のほうが多いの

です（前掲資料）。 

特に近時は、節電意識の向上により、エアコンの温

度設定を高めに設定するオフィスが増えています。室

内における十分な熱中症対策が望まれます。 

 

◆職場の熱中症予防対策 

熱中症は、正しい知識を身につけ、適切に対応する

ことで、未然に防ぐことが可能です。仕事中に適宜、

日陰や涼しいところで休憩を取ること、こまめに水分

補給を行うこと、過度に暑さを我慢しないようエアコ

ンの設定温度に気を配ることなど、十分に従業員に周

知していきましょう。 

窓に貼ると室内に入る日射を減らし室温の上昇を

抑制できる、特殊なフィルムなども市販されています。

こうしたグッズも、適宜利用したいものです。 

 

 

５月から雇用保険の手続きで 

マイナンバーの取扱いが変わります！ 

取組みは“今から”！ 「職場の熱

中症予防対策」 

人事労務に関する手続き・ご相談・お問い合わせは… 

チコ労務管理事務所 
    連絡先：〒130－0014  東京都墨田区亀沢 4-19-3 

電話 ： 03-3625-2927  ＦＡＸ ： 03-6751-8185 

ｅ－ｍａｉｌ：info@chiko-jimusho.com 

         


